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は　じ　め　に

　医療は県民が健康で安心して生活を送るための重要な基盤であり、県民の医

療に対する安心、信頼を確保し、質の高い医療サービスが適切に提供される医

療体制を確立する必要があります。

　近年、病院の勤務医をはじめとした医師の地域偏在や診療科偏在が全国的に

大きな課題となっているほか、少子・高齢化の進展や医療技術の進歩に適切に

対応した医療体制の構築が必要となっています。

　県では、昭和６３年に「福井県保健医療計画」を策定し、平成５年、平成１０年、

平成１５年に見直しを行いましたが、このような新たな保健・医療を取り巻く

環境の変化に対応するため、従来の計画を見直し、このたび「第５次福井県保

健医療計画」を策定しました。

　この計画では、県民が良質かつ適切な医療を受けられる体制の構築を目指し

て、限られた医療資源を有効に活用するための医療機関の役割分担と連携を強

化し、かかりつけ医の受診を基本とした受療体制をつくること、さらに医療の

提供に当たり、様々な医療スタッフがそれぞれの専門性を発揮しながら連携を

推進していくための計画としました。

　今後、県民の皆様はもとより、医療機関、関係団体、市町等のご理解とご協

力をいただきながら、この計画の着実な推進に努めてまいりたいと考えており

ます。

　本計画の策定に当たり、ご尽力いただいた福井県医療審議会および同専門部

会、各地域の医療連携推進協議会および在宅医療連携協議会の各委員の皆様、

貴重なご意見をいただいた県民の皆様に深く感謝申し上げます。

　　平成２０年３月

福井県知事　　西　川　一　誠　
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